
玉野市空き家改修事業補助制度

空き家になっている住宅の有効活用を図るため、空き家を購入、貸借した方または贈与を受けた方を
対象に、住宅の改修等に要する費用を補助します。（補助金を受けるには着工前に申請が必要です。
一度ご相談ください。）
※この制度で「改修等」とは、住宅の機能、性能を維持、向上させるために、修繕、補修、更新、取替え等を行うこと、または必要
　な機能を追加することをいいます。

■補助対象経費の1/2以内
■限度額500千円
■補助対象者の委任により直接施工業者に交付

■必ず着工前に申請してください

※住居機能以外の改修等、及び改修等を伴わない設備、備品等の購入、設置は対
象外です。また、国・県・本市の他の補助制度を活用した改修等も対象外になり
ます。

区分 改　修　等　の　内　容 備　　　　　考

既存住宅の増築・改築工事

浴室、台所、洗面所、トイレの改修等

給水・排水設備工事

ガス・給湯設備工事

電気設備工事 オール電化住宅のための工事を含む

屋根のふき替え、塗装、防水工事

外壁の張り替え、塗装工事

部屋の間仕切りの変更、新設工事

床、内壁、天井の張り替え等、内装工事

ふすま、障子の張り替え、畳の取り替え

建具等の取り替え、新設工事

一
部
対
象

住宅の解体工事 解体工事のみは対象外｡増・改築工事等に伴う解体工事は対象

バリアフリー改修工事 他の補助制度を活用して改修等を行う部分は対象外

店舗併用住宅の住居と店舗等の共用部分 住居部分の面積で按分

車庫、物置、倉庫等の工事

門扉、塀等の外構工事

植樹、剪定等の植栽工事

太陽光発電設備等の設置工事

店舗併用住宅で店舗等の部分の改修工事

電話、インターネット、TVアンテナの設置・配線工事

エアコン、照明器具等の電化製品、の購入・設置

家具、カーテン、ブラインド等の購入・設置

ガスコンロ、食洗機、オーブンレンジ等の購入・設置 キッチンユニットの取り替えに伴うものは対象

温水洗浄便座の取り替え、設置 便器の取り替え工事に伴うものは対象

ハウスクリーニング、防虫、消毒等

次のすべての要件を満たす人
■玉野市の「空き家情報」に登録されている空き家の
　所有者または利用登録者（登録者同士が２親等以内
　の親族でないこと）
■玉野市の「空き家情報」に登録されている空き家を
　購入する人または贈与を受ける人
　貸借契約の場合は、貸主または借主
■補助金交付後３年以上継続して玉野市に住民登録す
　る人。（改修後、３年以上継続して補助の対象にな
　った住宅に居住する人）
■市税等の滞納がない人
■市内の施工業者を利用して改修工事を行う人

■一戸建ての住宅
■併用住宅（住居と店舗、事務所等が一体となった建
　物のうち、住居部分が1/2以上の建物）
■交付申請日の１年以内に購入、受贈または貸借した
　住宅（限度額に達するまで期限内複数回申請可）

対　

象

対
象
外

◇補助対象者 ◇補助対象住宅

◇補助金額

◇補助対象になる改修等の施工例

◇補助申請



※必要に応じて現場検査を
　行います

※施工業者ごとに枚数必要

補助金を受けた人は、関係書類を交付後３年間保存してください。

次のような場合、交付した補助金の一部、または全額の返還を求めることがあります。

　・改修後３年未満で市外に転出、または補助金の対象になった住宅から転居する。

　・市税等に滞納が生じる。

　・補助金の申請書類等に偽り、不正がある。

申請に必要な書類
　①入居者の住民票
　②住宅の売買契約書・贈与契約書・賃貸借契約書・使用貸借契約書のいずれかの写し
　③申請者の市税完納証明書
　④改修等、補助対象経費が確認できる書類（施工業者の見積書等）
　⑤改修等の施工箇所、内容の詳細がわかる書類、施工箇所の現況写真
　⑥改修等に関する承諾書の写し（売買または贈与契約の場合を除く）
　⑦補助対象住宅の改修に係る委任状（施工業者ごとに枚数必要）
　⑧その他、必要に応じて求める書類

工事完了後の報告に必要な書類
　①入居者の住民票（改修後に入居した場合）
　②工事費用の施工業者への自己負担分の支払いが確認できる書類の写し
　③改修等の施工箇所、内容の詳細がわかる書類
　④施工箇所の着手前と完了後の写真
　⑤その他、必要に応じて求める書類

◇申請から交付までの流れ　　　必ず着工前に申請してください

申請書等の提出（様式第１号ほか）

申請書等の審査

補助金交付決定

補助金交付決定後、改修等の工事に着手

内容を変更・中止する際は変更等申請書を提出(様式第４号)

工事完了後、実績報告書等を提出(様式第６号ほか)

実績報告書等の審査

補助金額の確定通知

補助金交付請求書を提出（様式第８号）

施工業者指定口座へ振り込み

注　意！

＜お問い合わせ＞　　　

　玉野市役所　２Ｆ　都市計画課　　　☎０８６３－３２－５５３８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　e-mail : toshikeikaku@city.tamano.lg.jp　

申請者

玉野市

※令和５年２月２８日までに
  ご提出ください。


